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北海道最低賃金は、時間額８６１円に 

～ 効力発生日は令和元年１０月３日です ～ 

 

北海道最低賃金は、本年１０月３日から時間額８６１円（８３５円から２６円 

引上げ）になります。 

 

 

１ 北海道最低賃金については、本年８月７日に北海道地方最低賃金審議会（会長 

加藤
か と う

智
とも

章
ゆき

）から北海道労働局長（福士
ふ く し

亘
わたる

）に答申が行われ、本年９月３日に官報公

示されたことから、効力発生日である本年１０月３日から時間額８６１円になりま

す。 

 

２ 北海道労働局は、本年１０月３日以降に労働者に支給される賃金が、改定された

最低賃金額を下回ることのないよう、道内市町村、商工会議所・商工会、使用者団

体、労働団体等合わせて約１，３００団体にポスター等を配付し周知を依頼するな

ど周知・広報に努めています。 

 

３ また、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下に示す助成

金の支給などの支援を行っています。（別添リーフレット参照） 

①  業務改善助成金 

 ②  キャリアアップ助成金 

 ③  人材確保等支援助成金 

 ④  北海道働き方改革推進支援センター 

 

【担当】 

厚生労働省 

北海道労働局労働基準部賃金室 

   室   長    熊谷 智史 

   室長補佐    田中 洋満 

電話：011-709-2311（内 3531） 

 

厚生労働省北海道労働局発表 

令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 



【 参 考 】 

１ 北海道最低賃金について 

（１）適用 

   北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適

用されます。 

（２）金額 

北海道最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、

１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。 

（３）特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・

デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修

理業、船体ブロック製造業」）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が適

用されます。 

 

２ 北海道最低賃金の推移（過去１０年間） 

年 度 
最低賃金額 

時間額（円） 

引上額 

（円） 

引上率 

（％） 

平成 22年度 ６９１ １３ １．９２ 

平成 23年度 ７０５ １４ ２．０３ 

平成 24年度 ７１９ １４ １．９９ 

平成 25年度 ７３４ １５ ２．０９ 

平成 26年度 ７４８ １４ １．９１ 

平成 27年度 ７６４ １６ ２．１４ 

平成 28年度 ７８６ ２２ ２．８８ 

平成 29年度 ８１０ ２４ ３．０５ 

平成 30年度 ８３５ ２５ ３．０９ 

令和元年度 ８６１ ２６ ３．１１ 

 

 ＜添付書類＞ 

  １ 令和元年度 地域別最低賃金改定一覧 

  ２ 北海道最低賃金リーフレット 

  ３ 業務改善助成金リーフレット 

  ４ キャリアアップ助成金リーフレット 

  ５ 人材確保等支援助成金パンフレット 

  ６ 北海道働き方改革推進支援センターリーフレット 

（道政記者クラブ・経済記者クラブに同時提供） 

 



令和元年 平成30年

北海道 861 (835) 26 令和元年10月3日

青森 790 (762) 28 令和元年10月4日

岩手 790 (762) 28 令和元年10月4日

宮城 824 (798) 26 令和元年10月1日

秋田 790 (762) 28 令和元年10月3日

山形 790 (763) 27 令和元年10月1日

福島 798 (772) 26 令和元年10月1日

茨城 849 (822) 27 令和元年10月1日

栃木 853 (826) 27 令和元年10月1日

群馬 835 (809) 26 令和元年10月6日

埼玉 926 (898) 28 令和元年10月1日

千葉 923 (895) 28 令和元年10月1日

東京 1013 (985) 28 令和元年10月1日

神奈川 1011 (983) 28 令和元年10月1日

新潟 830 (803) 27 令和元年10月6日

富山 848 (821) 27 令和元年10月1日

石川 832 (806) 26 令和元年10月2日

福井 829 (803) 26 令和元年10月3日

山梨 837 (810) 27 令和元年10月1日

長野 848 (821) 27 令和元年10月4日

岐阜 851 (825) 26 令和元年10月1日

静岡 885 (858) 27 令和元年10月4日

愛知 926 (898) 28 令和元年10月1日

三重 873 (846) 27 令和元年10月1日

滋賀 866 (839) 27 令和元年10月3日

京都 909 (882) 27 令和元年10月1日

大阪 964 (936) 28 令和元年10月1日

兵庫 899 (871) 28 令和元年10月1日

奈良 837 (811) 26 令和元年10月5日

和歌山 830 (803) 27 令和元年10月1日

鳥取 790 (762) 28 令和元年10月5日

島根 790 (764) 26 令和元年10月1日

岡山 833 (807) 26 令和元年10月2日

広島 871 (844) 27 令和元年10月1日

山口 829 (802) 27 令和元年10月5日

徳島 793 (766) 27 令和元年10月1日

香川 818 (792) 26 令和元年10月1日

愛媛 790 (764) 26 令和元年10月1日

高知 790 (762) 28 令和元年10月5日

福岡 841 (814) 27 令和元年10月1日

佐賀 790 (762) 28 令和元年10月4日

長崎 790 (762) 28 令和元年10月3日

熊本 790 (762) 28 令和元年10月1日

大分 790 (762) 28 令和元年10月1日

宮崎 790 (762) 28 令和元年10月4日

鹿児島 790 (761) 29 令和元年10月3日

沖縄 790 (762) 28 令和元年10月3日

全国加重平均額 901 (874) 27

令和元年度　地域別最低賃金改定一覧

都道府県名
最低賃金時間額【円】 引上げ額

【円】
発効年月日

　



雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

最低賃金が、
ことしも
変わります。
確認しましょう！ 

UP

WEBで確認！
最低賃金制度 検 索

最低賃金に関する特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

v

円861
北海道 最低賃金

令和元年
10月3日から

26円

時間額

最低賃金に関するお問い合わせは
北海道労働局または最寄りの労働基準監督署へ

北海道労働局ホームページアドレス　
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/



4 上記　　　 　 が
組み合わさっている場合

321 ,, 例えば、基本給が日給で
各手当（職務手当など）が
月給の場合

❶ 基本給（日給）→　  の計算で時間額を出す
❷ 各手当（月給）→　  の計算で時間額を出す
❸ ❶と❷を合計した額 ≧ 最低賃金額（時間額）

3
2

時間給の場合1 ≧
最低賃金額（時間額）

円

時間給

円

日給の場合2 ≧＝÷
最低賃金額（時間額）

円

１日の平均所定労働時間

時間

時間額

円

日 給

円

月給の場合3 ≧＝÷
最低賃金額（時間額）

円

１か月の平均所定労働時間

時間

時間額

円

月 給

円

（※１）最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）④所定労働日以
外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）⑤午後10時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
（※２）日額で定められている特定最低賃金の対象となる場合　日額に換算した額 ≧ 特定最低賃金額
（※3）詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働基準監督署へ

あなたの賃金と該当する都道府県の最低賃金額を書き込んでみましょう。最低賃金額との比較方法 （※3）

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

最低賃金制度って何？

年齢やパート・学生アルバイトなどの
働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されるんです。

働くすべての人に、
賃金の最低額（最低賃金額）を
保障する制度です。

確認したい賃金を時間額にして、
最低賃金額（時間額）と比較してみましょう！

（※1）

（※2）確認の方法は？

スマホ、携帯で
自分の地域の
最低賃金を
チェックしましょ！

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの
費用の一部を助成する制度です。支給対象者と支給要件、助成金は一定の条件があります。
詳しくはWEBで確認！ 業務改善助成金 検 索

働き方改革推進支援センター https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

賃金引上げにお悩みの方は働き方改革推進支援センターにご相談ください。
（R1.9）

専門家による無料相談を実施しています

賃金の引上げを支援します。

中小企業
事業者の
皆さんへ
















